
に
な
り
ま
す
。

《
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
》

　

事
業
を
し
て
い
る
場
合
、
不
動
産

収
入
の
あ
る
場
合
お
よ
び
土
地
や
建

物
を
売
っ
た
場
合
な
ど
で
、
平
成
27

年
中
の
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
所

得
控
除
等
の
合
計
額
を
差
し
引
き
、

そ
の
金
額
を
基
に
算
出
し
た
税
額
が

配
当
控
除
額
お
よ
び
年
末
調
整
で
控

除
を
受
け
た
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
の
額
の
額
を
超
え
る
と
き
。

　

給
与
所
得
者
で
、
給
与
等
の
年
間

収
入
金
額
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え

る
と
き
や
、
給
与
所
得
や
退
職
所
得

の
ほ
か
に
年
間
20
万
円
を
超
え
る
所

得
が
あ
る
と
き
お
よ
び
２
ヶ
所
以
上

か
ら
給
与
等
の
支
払
い
を
受
け
て
い

る
と
き
。

　

ま
た
、
確
定
申
告
を
し
な
く
て
も

夫
婦
と
税

国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」を利用すると、申告データを作成できます。

い
ま
す
。
な
お
、
還
付
申
告
が
で
き

る
方
は
、
こ
の
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
、

源
泉
徴
収
さ
れ
た
、
ま
た
は
予
定
納

税
額
を
納
付
し
た
翌
年
の
１
月
１
日

以
降
な
ら
い
つ
で
も
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

《
白
色
申
告
の
方
は
収
支
内
訳
書
の
添
付
を
》

　

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
、
山
林

所
得
の
あ
る
方
で
、
確
定
申
告
書
を

提
出
す
る
方
は
、
そ
の
年
の
総
収
入

金
額
や
必
要
経
費
の
内
容
を
記
載
し

た
収
支
内
訳
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

《
パ
ー
ト
や
内
職
な
ど
の
税
》

　

パ
ー
ト
収
入

　

パ
ー
ト
収
入
は
通
常
給
与
所
得
に

な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
パ
ー
ト

の
年
収
が
１
０
３
万
円
以
下
で
す
と

所
得
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
し
、
配
偶

者
控
除
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

内
職
な
ど
の
収
入

　

内
職
な
ど
の
収
入
は
、
収
入
か
ら

必
要
経
費
を
差
し
引
い
た
残
り
が
事

業
所
得
ま
た
は
雑
所
得
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
方
は
、
必
要
経
費
と
し
て
65
万

円
（
収
入
金
額
が
限
度
）
を
差
し
引

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
家
内
労
働
者
、
外
交
員
、
集
金
人
、

電
力
量
計
の
検
針
人
な
ど
、
特
定
の

人
に
対
し
て
継
続
し
て
労
務
の
提
供

を
す
る
方

◆
事
業
所
得
お
よ
び
雑
所
得
の
必
要

経
費
と
給
与
所
得
の
収
入
金
額
の
合

計
が
65
万
円
に
満
た
な
い
方

　

し
た
が
っ
て
、
収
入
が
内
職
だ
け

の
場
合
に
は
パ
ー
ト
収
入
と
同
様
に
、

年
収
が
１
０
３
万
円
以
下
で
す
と
所

得
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
し
、
配
偶
者

控
除
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

《
配
偶
者
特
別
控
除
》

　

配
偶
者
特
別
控
除
は
、
配
偶
者
の

合
計
所
得
金
額
が
38
万
円
を
超
え
76

万
円
未
満
（
収
入
が
パ
ー
ト
収
入
の

み
で
あ
れ
ば
、
収
入
金
額
が
１
０
３

万
円
を
超
え
１
４
１
万
円
未
満
）で
あ

る
場
合
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　

控
除
額
は
、
所
得
に
よ
っ
て
調
整
さ

れ
ま
す
が
、
最
高
額
は
38
万
円
で
す
。

　

た
だ
し
、
納
税
者
本
人
の
合
計
所

得
金
額
が
１
０
０
０
万
円
（
給
与
収

入
で
約
１
２
３
１
万
円
）
を
超
え
る

年
に
は
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

よ
い
場
合
で
も
、
次
の
よ
う
な
方
は
、

還
付
を
受
け
る
た
め
の
確
定
申
告
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
源
泉
徴
収
さ
れ
た
配
当
や
原
稿
料

な
ど
の
収
入
が
少
額
で
、
し
か
も
そ

の
他
の
所
得
も
あ
ま
り
多
く
な
い
方

●
給
与
所
得
や
退
職
所
得
の
あ
る
方

で
、
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄

付
金
税
額
控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
方

●
給
与
所
得
者
で
年
の
途
中
で
退
職

し
、
そ
の
後
就
職
し
な
か
っ
た
た
め

年
末
調
整
を
受
け
な
か
っ
た
方

●
予
定
納
税
を
し
た
が
、
確
定
申
告

の
必
要
が
な
く
な
っ
た
方

　

確
定
申
告
書
は
、
確
定
申
告
の
期

間
（
平
成
28
年
２
月
16
日
〜
３
月
15

日
）
中
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て

●申告しないと保険税が軽減されません
　国民健康保険税の軽減のためには、世帯主と加
入者（被保険者）全員について所得の申告が必要
となります。 
　前年の世帯の所得合計額が一定基準以下のとき
は、均等割・平等割保険税が軽減（６割または４
割）されます。世帯の所得により判定しますので、
住民税がかからない世帯であっても未申告の場合、
保険税が確定できないだけでなく軽減の判定もで
きませんので、必ず申告書を提出してください。
保健衛生課・国民健康保険担当　８２－１７７７

●障害者に準ずる方は一定の所得控除が受けられます
　村では、特別障害に準ずる障害等の認定に関する
要綱に基づき、65歳以上の方で介護保険法の要介護
認定（要介護度４・５）を受けた方は、障害者手帳
をお持ちでなくても、所得控除が受けられるものです。
　この障害等の認定を受けようとする方は、住民福
祉課福祉担当に「特別障害認定申請書」を提出して
ください。認定通知書に基づき所得控除が受けられ
ます。
住民福祉課・福祉担当 　８２－１２２１

●申告にご持参いただくものは・・・
　申告においでいただくときは、次のものを必要
に応じてご持参ください。
　申告書（税務署から送付されたもの）
　印かん
　生命保険（個人年金を含む）や長期損害保険、
　地震保険、社会保険（国保、国民年金、農業者
　年金など）に加入している方は、平成２７年中
　に支払った保険料の証明書、または領収書
　給与、年金収入のある方は、源泉徴収票または
　公的年金等源泉徴収票
　事業、不動産収入のある方は、所得計算のもと
　になる帳簿（仕入れ帳、売上帳、出納帳など）
　・・・収支内訳書
　土地などを売却した方は、売買契約書、仲介手
　数料などの領収書
　障害者の方は、障害者手帳
　障害者に準ずる方は、特別障害認定通知書
　医療費控除等を受ける方は、申告用明細書、領
　収書
　還付申告者または所得税納付の方は、銀行等の
　預金口座番号等のわかるものおよび届出印

�
●納税は納期限内に振替納税のご利用を！
　平成２７年分の確定申告による所得税の納期限は
平成２８年３月１５日（火）です。早めにお済ませ
ください。なお、現金で納付する場合、税務署から
は申告書の提出後に納付書の送付や納税通知等によ
るお知らせはありません。
　納付書をお持ちでない方は、お近くの金融機関、
税務署または役場に用意してある納付書で納付して
ください（書き方については、納付書の裏面を参照
してください。）。
　また、振替納税をすでに利用されている方は、振
替日の２～３日前には、指定された預貯金口座の残
高を確認しておいてください。振替納税をまだ利用
されてない方は、納税のための手数が省け、うっか
り納期限を忘れてしまうこともない振替納税が大変
便利ですので、ぜひご利用ください。
　平成２７年分の確定申告に係る所得税の振替日
（引落し日）は、４月２０日（水）です。なお、預
貯金残高不足等で引落しができませんと、３月１６
日（水）にさかのぼって延滞税が加算されますので
ご注意ください。


